
はじめに
AIをはじめとする最新のテクノロジーは、さまざ
まな業種における監査の在り方も変革し、業務効率
化や人的資本投資の最適化、業界のエコシステム
発展などに寄与しています。
本稿では業種別の監査変革事例として、AIモデ
ルを用いた金融機関の信用格付の全件評価と、監
査支援ツールの導入による未公開株式評価の監査
手続の高度化を取り上げます。
なお、文中の意見は筆者らの私見であり、PwC 

Japan有限責任監査法人および所属部門の正式見
解ではないことをお断りします。

1 AIモデルを用いた金融機関の信用格付の
全件評価

（1）概要

会計監査は合理的保証として行われますが、絶対的
な保証ではありません。これにはいくつか理由がありま
すが、サンプリングによって一部の取引等を抽出して監
査手続を実施していることが大きな要因です。これまで
長い間、人員や時間の制約により全量を対象とした精査
は不可能でしたが、IT技術の発展によって取引全量を
対象とした監査が可能になりました。
その一例が貸倒引当金の妥当性評価です。AI（機械
学習）を活用することで、従来は困難だった全件抽出に
よる貸倒引当金の妥当性評価が可能となっています。こ
こでは金融機関における貸出金を題材として、貸倒引当
金を対象とした全件抽出によるAIを用いた評価の利点
について説明します。

（2）効率的な監査と傾向把握が実現

金融機関は融資を行う際、融資先のさまざまな情報
を用いて審査を行った上で融資を実行します。特に企
業向けの融資については、財務諸表に加え、業種や従業
員数などの情報も入手して分析するなど、大量の定量的
情報を評価しています。さらに融資後も、これらの情報
を定期的に入手し、財務分析や経年変化の観察など、さ
まざまなモニタリングを行っています。これらの結果を
融資先の評価として定量化し、貸倒引当金の算定基礎
としています。
会計監査では、この融資先評価（自己査定結果）をい

くつかサンプリングにより抽出し、その評価結果が妥当
であるかどうかを第三者として判断してきました。しか
し、融資先の評価には大量の財務情報や財務分析が必
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要となり、サンプル数をあまり大きくできなかったのが
実情です。そこで、大量のデータ処理を短時間で行うこ
とが可能なAIを活用し、サンプリングではなく全ての融
資先を対象とした評価を行うことで、監査の実効性を高
めることが可能になります。
その際には、全ての融資先について評価に用いる情報
をAIに学習させます。具体的には、各融資先の財務諸
表と財務指標、およびそれらの過去からの変化率を算出
し、機械学習モデルに投入します。その結果、AIが評価
モデルを生成し、それぞれの金融機関が行ってきた融資
評価について自動的に近似値を再現する仕組みができ
あがります。
監査対象年度のデータについても同様に、全融資先
について融資先評価に関する情報を入手し、全件につ
いて作成したAI評価モデルに投入します。そうすると、
モデルが想定する融資先の評価がアウトプットされます。
この結果と金融機関が実際に行った評価結果を照合す
ることで、モデルの算出結果と実際の評価が一致してい
るかどうかを、全融資先についてスクリーニングするこ
とができます（図表1）。
もちろん、全件評価結果が一致することは少なく、一
定数の差異が生じますが、ここから先は定性情報や個
別事情の影響によるため、人間による追加チェックを行
います。そのため、完全な自動化ではありませんが、従

来のランダム抽出や経験則に基づくサンプリングと比較
して、リスクの高い箇所に監査資源を集中投下すること
が可能となり、効率的な監査を実施できます。
さらに、従来の試査による監査の場合、サンプルとし
て抽出されていない部分については未評価となり、全体
の傾向変化を把握することは困難です。一方、AIモデル
を用いた監査手法では、全融資先のデータを入手して
想定値を算出するため、全体の傾向の変化を把握でき
ます。これは、AI評価モデルにより、各パラメーター（項
目）が評価結果に与える影響度（重み）を算出できるた
め、年度ごとの変化も把握可能だからです。比較可能性
の確保のため、会計上の見積りは原則として過年度と同
じ手法を用いることが求められています。AI評価モデル
を活用することで、継続して同じ見積手法が適用されて
いるかどうかを、全件を対象として検証することも可能
になります。

2 監査支援ツールの導入による未公開株式
評価に関する監査手続の高度化

（1）概要

昨今、プライベートエクイティ（PE）ファンドやベン
チャーキャピタル（VC）ファンドを通じた、日本におけ
る未公開株式への投資が件数・金額ともに拡大してい
ます。投資家の範囲も、国内機関投資家から事業会社や

図表1：AIモデルを用いた金融機関の信用格付の全件評価のフロー
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出所：PwC作成
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個人投資家、海外投資家等に広がるなか、会計基準の改
正等により未公開株式を時価評価する必要性が高まっ
ており、監査上の対応も不可欠となっています。
ここでは、このトレンドに対応するために当法人が導
入した未公開株式の時価評価に関する監査支援ツール
の概要と、その背景・効果について取り上げます。

（2）未公開株式の時価評価の必要性の高まり

国内のPE・VCファンドの形態として最も一般的な投
資事業有限責任組合（以下、「有責組合」）が保有する未
公開株式には、従来、さまざまな評価方法が認められて
おり、必ずしも時価（公正価値）で評価されていません
でした。しかし近年、有責組合の会計において、投資対
象の未公開株式は原則として時価で評価することとされ
ました※1。
また、有責組合等への投資家に適用される会計基準
においても、組合等の構成資産である未公開株式は原則
として取得原価で評価するとされていましたが、2026

年4月以降開始する年度から、一定要件を満たすファン
ドの構成資産である未公開株式については時価評価が
可能になりました※2。
さらに、投資信託においても未公開株式の一部組入
れが実質的に可能となり、基準価額を算定するために未
公開株式を時価評価する場面が広がりました。
このように、未公開株式を時価で評価する必要性は、
近年大きく高まっています。

（3）未公開株式の時価に係る監査手続が直面する課題

一方、時価で評価される未公開株式に対応する監査
手続は、以下の理由で取得原価ベース等の場合に比べ
て多くの工数を要することが一般的です。

①  時価評価モデルの複雑性と多岐にわたる計算のイン
プット
一般的な未公開株式の時価は、まず企業価値を算定
し、純有利子負債を差し引いた株主価値を各株式種類
に配分した額を基礎として算出します。

※1 経済産業省 経済産業政策局 産業組織課「投資事業有限責任組合会計規 
則」（2023年12月5日）

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaiho 
usei/pdf/2312kaikeikisoku.pdf

※2 企業会計基準委員会　改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実
務指針」（2025年3月）

 https://www.asb-j.jp/jp/ikan/y2025/2025-0311.html

このうち企業価値の算定にあたっては、監査手続上、
市場ファクターの検証や投資先の財務情報の評価に加
え、評価技法によっては計算プロセスが複雑となるため、
再計算に多くの工数を要することがあります。
また、株主価値の配分の検証においては、配分手法に
よっては複雑な計算が求められ、投資先の資本構成や
各種類株式の権利内容の理解、各種インプットの検証や
評価にも多くの工数を要することがあります。
② 会計上の見積りへの対応と文書化
未公開株式の時価の構成要素には会計上の見積りが
多く含まれるため、監査基準の要請により、その妥当性
を評価するために十分な監査手続の実施と文書化が求
められます。この点も、多くの監査工数を要する要因と
なっています。

（4）新ツールの機能と効果

当法人は、2025年7月にPwCが開発した、未公開株
式の評価に係る監査手続を支援するツールを導入しま
した。
これは未公開株式の時価評価を対象とした監査支援
ツールであり、主な機能は図表2のとおりです。
本ツールの導入によって、複雑な時価再計算の自動化
に加え、再計算に必要な大量の情報の入力作業の効率
化が可能となります。また、監査基準上要請される多く
の監査手続を網羅的・効果的に実施、文書化、レビュー
できるようになります。
このように監査手続の効率化も可能となりますが、本
ツール導入の本質的な狙いは、未公開株式の時価評価
に対応した監査手続に対する監査人のケイパビリティを
向上させることにあります。未公開株式の時価評価が求
められる場面の拡大に伴い、これに対応する監査の需要
も増加しており、本ツールの導入はこれに応えるための
重要な取り組みの1つです。
未公開株式の時価評価を定着させるためには、財務
諸表作成における評価実務だけでなく、監査人である私
たちの監査実務も併せて高度化する必要があります。本
ツールのようなテクノロジーの導入にとどまらず、未公
開株式の時価評価に対応した監査手続に関するケイパ
ビリティの向上に向けた継続的な取り組みは、未公開株
式への投資を取り巻くエコシステム全体の発展のために
も不可欠なものと考えられます。
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図表2：支援ツールの主要な機能

● マーケットアプローチやインカムア
プローチ等主要な評価技法モデル
に対応した再計算

● 前期に入力された評価技法やイン
プット・仮定のロールフォワード

● 監査人独自の見積りによる計算や
感応度分析も可能

企業価値の
再計算

● インプットや仮定、モデル等の
妥当性や計算の正確性に関す
る監査手続とその結果を、関連
する画面に明確に文書化

● レビュー担当者のフィードバッ
クの記録とサマリーによる監査
調書作成の効率化

監査調書
作成支援

● 株主価値の各シェアクラスおよび
各ファンドへの配分の再計算

● CSE（普通株式換算）、オプション
価格モデル、ウォーターフォール
等主要な株主価値配分方法への
対応

株主価値
配分に関する
再計算

● 市場倍率、ボラティリティ、
比較対象企業の指標等の
データを外部ベンダーから
直接APIフィード

● 標準的なワークシートによ
る効率的なデータ入力

● リスク評価、時価の構成要
素、評価に関する監査人の
結論等、目的に応じてカス
タマイズ可能なレポートの
出力

レポーティングデータ入力

出所：PwC作成
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